
 

 

石川県教員育成指標の一部改正について 

 

１ 提案理由 

  文部科学大臣が定める「公立の小学校等の校長及び教員としての

資質の向上に関する指標の策定に関する指針」の改正に伴い、「石川

県教員育成指標」を改正する必要があるため 

 

２ 指針の改正点 

  「校長の指標」を定める際の観点において、「教職員一人一人がそ

の意欲と能力を最大限発揮できる環境を整える必要があることに鑑

み、学校における働き方改革を具体的に進めることも課題意識の一つ

として持つことが重要」である旨を明記 

 

３ 関係法令 

  教育公務員特例法第２２条の２、第２２条の３、第２２条の７ 

 

４ 経緯 

・令和７年２月２１日 

   公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指

標の策定に関する指針の改正の告示（文部科学省告示第５号） 

 ・令和７年１０月２０日 

   石川県教員育成協議会を開催し、石川県教員育成指標の改正に

ついて協議 

 

５ 石川県教員育成指標の改正案 

  別添資料 

 

６ 今後の予定 

 ・石川県教員育成指標の公表 

・県立学校及び市町教育委員会への周知 

 

議案第３３号  
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教育公務員特例法（抜粋） 

 
（校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針） 
第２２条の２ 文部科学大臣は、公立の小学校等の校長及び教員の計画的かつ効果的な
資質の向上を図るため、次条第一項に規定する指標の策定に関する指針（以下この条
及び次条第一項において「指針」という。）を定めなければならない。 

２ 指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 公立の小学校等の校長及び教員の資質の向上に関する基本的な事項 
二 次条第１項に規定する指標の内容に関する事項 
三 その他公立の小学校等の校長及び教員の資質の向上を図るに際し配慮すべき事

項 
３ 文部科学大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表
しなければならない。 

 
（校長及び教員としての資質の向上に関する指標） 
第２２条の３ 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指針を参酌し、その地域
の実情に応じ、当該校長及び教員の職責、経験及び適性に応じて向上を図るべき校長
及び教員としての資質に関する指標（以下この章において「指標」という。）を定め
るものとする。 

２ 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指標を定め、又はこれを変更しよう
とするときは、第２２条の７第１項に規定する協議会において協議するものとする。 

３ 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指標を定め、又はこれを変更したと
きは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。 

４ 独立行政法人教職員支援機構は、指標を策定する者に対して、当該指標の策定に関
する専門的な助言を行うものとする。 

 
（協議会） 
第２２条の７ 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指標の策定に関する協議
並びに当該指標に基づく当該校長及び教員の資質の向上に関して必要な事項につい
ての協議を行うための協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織する
ものとする。 

２ 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 
一 指標を策定する任命権者 

 二 公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学その他の当該校長及び教
員の資質の向上に関係する大学として文部科学省令で定める者 

三 その他当該任命権者が必要と認める者 
３ 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果
を尊重しなければならない。 

４ 前３項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 
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石川県教員育成指標の一部改正について（案） 

 

 

 石川県教員育成指標「【管理職】校長」の一部を下記のとおり改正する。 

 

石川県教員育成指標 【管理職】 校長  

［資質・能力］ 学校経営 人事管理・人材育成 

改正後 改正前 

 

・教職員の服務管理を適切に行うこ

とができる。 

 

・教職員の心身の健康に配慮した適

切な労務管理を行うとともに、学

校における働き方改革を具体的に

進めることができる。 

 

・教職員の服務管理や、心身の健康

に配慮した適切な労務管理を行う

ことができる。 

 

 

議案第３３号 別添資料 
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（改正後）石川県教員育成指標【管理職】 

ステージ 

資質・能力 
校 長 

管理職に必要
な素養 

アセスメント 

・ 学校経営方針の策定に向けて、学校教育活動に関わる様々なデータや学校が置かれている内外環境に関する情報（学校の強み・弱み、

学校教育を取り巻く課題など）について、収集・整理・分析して教職員間や学校運営協議会・学校評価委員会等で共有することができ

る。 

・ 学校を取り巻く状況や課題を適切に把握し、新たに取り入れるべき知識や技能に関する認識を教職員間で共有することができる。 

ファシリテーション 

・ 教職員との信頼関係を構築し、日常的な情報共有に努めることができる。 

・多様な背景、経験、専門性等を有する教職員が円滑にコミュニケーションを取れる、風通しのよい職場環境をつくることができる。 

・ 保護者、地域住民等の思いや考えをよく汲み取るとともに、学校の説明責任を果たし、保護者等との信頼関係を築くことができる。 

・学校・家庭・地域等の学校内外の関係者が持つそれぞれの力を引き出し、相互にかけ合わせることで、学校の教育力を最大化していく

ことができる。 

学校経営 

学校経営方針 
・ 学校経営ビジョン及び学校経営計画を明確に示し、その実現に向けてリーダーシップを発揮することができる。 

・ 学校評価を活用して学校経営の改善を図ることができる。 

人事管理・人材育成 

・ 教職員の服務管理を適切に行うことができる。 

・ 教職員の心身の健康に配慮した適切な労務管理を行うとともに、学校における働き方改革を具体的に進めることができる。 

・適切な人事評価を通して人材育成を行うことができる。 

・ 教職員の資質・能力の向上のために、効果的な校内研修体制を構築することができる。 

・ 研修履歴を活用し、対話に基づく受講奨励を適切に行い、多様な内容・方法による教職員の資質向上にリーダーシップを発揮すること

ができる。 

教育課程（カリキュ

ラムマネジメント） 

・ 児童生徒の姿や地域の現状等を考慮して教育課程を編成し、実施し、評価して改善を図る一連のＰＤＣＡサイクルを機能させるなど、

教育目標の実現のために、適切にカリキュラム･マネジメントを行うことができる。 

・ 特別な配慮や支援を必要とする児童生徒への指導・支援の充実を図るとともに、児童生徒の障害者理解を深め、インクルーシブ教育を

推進するための校内組織の適切な運営や関係機関等を活用した組織的な支援体制を構築することができる。 

・ 授業や校務等におけるＩＣＴ活用の方針を示し、組織的・計画的に全職員のＩＣＴ活用指導力の向上を推進することができる。 

危機管理 
・ 様々なリスクを想定し、常日頃から学校安全・事故防止、教職員の法令遵守のための対策を講じている。 

・ 緊急時に迅速に状況を把握し、教職員に的確な指示を行うとともに、関係機関と連携して組織的に対応することができる。 

保護者や地域・外部

機関との連携 

・ 学校の方針や取組について積極的に情報発信するとともに、保護者や地域住民等のニーズを的確に把握し、外部機関等と連携・協働す

る体制を構築することができる。 

 

（案） 

4


